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第２２期第４回釧路十勝海区漁業調整委員会議事録 

 
 
１ 日  時  令和３年１２月１０日（金）１３時１５分～１４時００分 
 
２ 場  所  釧路市生涯学習センター 会議室 801 号 
 
３ 出席委員  川崎一好 柳谷法司 亀田元教 上野 仁 後藤義勝  石川和男  

倉舘建一 中村喜美雄 北島千也 神山久典 秋森新二 中村純也  
西田達雄 山﨑貞夫 近藤龍洋  

 
４ 事 務 局  村田事務局長 神谷専門主任 
 
５ 臨 席 者 釧路総合振興局 大塚漁業管理係長 

十勝総合振興局 泉水産課長 加賀漁業管理係長 
 
６ 議事事項 

議案第 1号 けがにの採捕禁止に係る委員会指示の発動について 
議案第 2号 北海道資源管理方針の一部改正について(答申) 
議案第 3号 特定水産資源に関する令和４管理年度における漁獲可能量の 
      当初配分案等について(答申) 
議案第 4号 知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間につ 
      いて(答申) 

 
７ 協議事項 

漁業権の取消処分に係る意見の聴取について 
 
８ 報告事項 

(1) くろまぐろに関する令和３管理年度における知事管理漁獲可能量の変更に 

ついて 

(2) 秋さけの沿岸漁獲状況について 
(3) 秋さけの親魚捕獲・採卵状況について 
(4) 共同漁業権及び区画漁業権に係る資源管理の状況等の報告について 
 

９ その他 
 
10 議事の経過 
 （１）開  会 
事務局  只今より、第 22 期第 4回釧路十勝海区漁業調整委員会を開催致します。

開会にあたりまして、川崎会長よりご挨拶をさせて頂きます。 
 
 （２）会長挨拶 
会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どうもご苦労様でございました。 
 たいへんお忙しい中、本日の海区調整委員会にご出席賜りまして、心か
ら厚くお礼申し上げます。 
 今朝の新聞でですね。道新が何かまた、赤潮の関係でですね、北海道庁
が隠蔽をするような事実があったような話がありましたけれども。 
 私も、ずーと、こう読みましてね、どこで、何があったんだろうかな。
特別、何かそういうのがですね、各地区にあったのかといえば、我々が聞
いている範疇では、そういうのは無いんですね。ただ、皆様方も同じなん
ですけれども、我々、一番心配なのは風評被害なんです。もし、出てくれ
ば大変だなと、だから毒だとか、そういう言葉を使わないようにして、出
来るだけ早くですね、今回のコロ…、何だっけ、名前。 
口回んないですけれども、その物の実態を調査してくださいとお願いを

言ってきました。それがおかしく伝わったのか、どうか分かりませんけれ
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ども。道新も、最近、勇み足でありましてですね、うちの組合は出入り禁
止するかという、ちょっと、本当に危ないような話なんですけれども、し
てるくらいですので、少し気を付けてですね、やはり、記事を書いてもら
いたいなと思っております。 
 さて、その横文字の名前がどんどん出てくるもんですから、私のような
年寄りには、中々、覚えきれないのですが。 
 コロナの新しい株が、また何か出てきまして。今、日本は割と落ち着い
ているのですが、韓国なんてね、今までで最高なくらいに、一日の感染者
数が増えているということで。 
 12月に入りましてから、今年いっぱいは持つのかなというふうに思いま
すけれども、第三回目のですね、接種を早めにした方が良いとか、何だと
か、出てますけれども。 
 一つ我々もですね、十分に気を付けた形の中で対応しなければならない
なというふうに思っております。 
 実は、この赤潮の関係で、12 月の一日に知事がですね、あの台風もどき
の非常に大きな時化の中をですね、飛行機が朝の一便が飛ばないであろう
ということで、夜中の 1 時くらいにですね、釧路に着くように出てきて、
厚岸と釧路市と、寄ってですね、そのまま、公務があるために帰られた
と。 
 帰り際にですね、実は十勝にも寄る予定だったけれども、寄れないと。
従って、組合長の皆様方に、その旨を伝えおいてくれないかと。一所懸命
やりますというお話でありましたんで、皆様方にもお伝えしておきたいと
いうふうに思います。 
 今日、公務多忙の中を、十勝、そして釧路のですね、今日、釧路の課長
さんはお出でになっていませんけれども、それぞれ、ご出席を賜りまし
た。ありがとうございます。 
 本日の議題、それぞれですね、ありますけれども。皆様方におかれまし
ては、一つ、きちっとしたですね、いろいろな問題を解決すべく、私共も
努力していかなければならないというふうに思っておりますので、一つご
協力のほどお願い申し上げまして、開会あたってのご挨拶とさせて頂きま
す。よろしくどうぞお願いを致します。 

 
（３）出席人員報告 
事務局 
 
 
会 長 
 

 ありがとうございました。会議進行につきましては、この後、議長を川
崎会長の方にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
 
 それでは、進行させて頂きます。本日の出席人員をご報告いたします。
委員総数 15 名中、本日は全員の方のご出席を頂いておりますので、本委
員会は成立を致しました。 

 
（４）議事録署名委員の選出 
会 長 
 

 次に議事録署名委員につきましては、委員会規程第 7 条の規定によりま
して、私の方から指名をさせて頂きます。本日の議事録署名は、石川委員
と倉舘委員にお願いをしたいと思います。よろしくどうぞお願いを致しま
す。 

 
（５）議事の経過 
会 長 
 
 
事務局 
 
 
 
 

それでは、議事事項に入ります。議案第 1号「けがにの採捕禁止に係る
委員会指示の発動」についてを上程致します。説明願います。 
 
 議案第 1 号、「けがにの採捕禁止に係る委員会指示の発動」についてご
説明を致します。 
 
   （けがにの採捕禁止に係る委員会指示の発動について説明) 
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会 長 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
釧路振興
局係長 
 
 
 
会 長 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
事務局 
 
 
釧路振興
局係長 
 
 
会 長 
 
 
 
会 長 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
事務局 
 
 
会 長 
 
 
山崎委員 

 はい、只今の説明についてご意見、ご質問等ございますか。 
 
   （無 し）   
 
 はい、それでは、議案第 1 号の諮問内容につきましては、委員会指示を
発動することとさせて頂きます。 
次に、議案第 2 号「北海道資源管理方針の一部改正について」、議案第

3号「特定水産資源に関する令和 4 管理年度における漁獲可能量の当初配
分案等について」を上程いたします。説明願います。 
 
   （北海道資源管理方針の一部改正及び特定水産資源に関する 

令和 4 管理年度における漁獲可能量の当初配分案等につい 
て概略説明） 

 
   （北海道資源管理方針の一部改正及び特定水産資源に関する 

令和 4 管理年度における漁獲可能量の当初配分案等につい 
て詳細説明） 

 
 
 はい、ただ今の説明についてご質問ありますか。 
 
   （無 し）   
 
 はい、それでは、議案第 2 号議及び案第 3 号の諮問内容について、適当
であることを北海道知事に答申することと致します。 
  次に、議案第 4号「知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき
期間等について」を上程いたします。説明願います。 
 
   （知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間等に 

ついて概略説明) 
 
   （知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間等に 

ついて詳細説明) 
 
 
 はい、議案第 4号についてご説明頂きました。ご質問ありますか。 
 
   （無 し）   
 
 よろしいですか。 
 
   （は い） 
 
 はい、それでは、議 4 案第号議の諮問内容については適当であることを
北海道知事に答申することと致します。 
次に、協議事項に移ります。協議事項「漁業権の取消処分に係る意見の

聴取」について、説明を願います。 
 
   （漁業権の取消処分に係る意見の聴取について説明) 
 
 
 はい、それでは、協議事項 1 につきましてご質問ありますか。 
 はい、どうぞ。 
 
 良いですか。 
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会 長 
 
山崎委員 
 
事務局 
 
 
山崎委員 
 
会 長 
 
山崎委員 
 
会 長 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
事務局 
 
 
会 長 
 
近藤委員 
 
会 長 
 
近藤委員 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 

 
 はい、どうぞ。 
 
 これ、全員が出るの。 
 
 この後、川崎会長の方から、聴聞会にご参加頂く方をご指名させて頂こ
うと思っています。 
 
 あ、そうなんだ。 
 
 あの、しゃべってよろしいでしょうか。 
 
 あ、すいません。 
 
 聴聞会の開催について、3 月上旬を目処に開催したいというふうに思っ
ております。具体的な日程については、私にご一任を願いたいと思ってお
ります。よろしいですか。 
 
   （は い） 
 
 それでは、そのように決定をさせて頂きます。なお、聴聞会に参加する
委員についてでございますけれども。15 名全員ということにはならないと
思いますので。参加者も私の方からご指名させて頂いてよろしいでしょう
か。 
 
   （は い） 
 
はい、それでは、私の外に、柳谷副会長、亀田副会長、北島委員にお願

いしたいと思いますが、よろしいですか。 
 
   （は い） 
 
それでは、そのように決定とさせて頂きます。よろしくどうぞお願いを

致します。 
 次にですね、報告事項 1 の「くろまぐろに関する令和 3 管理年度におけ
る知事管理漁獲可能量の変更」についてを説明願います。 
 
   （くろまぐろに関する令和 3 管理年度における知事管理漁獲 

可能量の変更について説明） 
 
 はい、ご意見ご質問ございますか。 
  
 はい、良いですか。 
 
どうぞ。 

 
 釧路十勝海区、0.5のまま増えないんですか、これは。増える予定は無
し。 
 
 今回、二日くらい前ですかね、大型魚の枠が増額になるよという報道が
ありましたけれども、基本的には国から来た数量を、過去の漁獲実績の割
合を使って配分するというスタイルを取っておりますので、総体の、北海
道に来る枠が増えれば、増えていくというような形になるんだと思います
けれども。 
 国の方からですね、計画の変更が、けっこう頻繁にあるので、管理のし
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近藤委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
亀田 
副会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方は見直しては如何かというようなことを言われているやに聞いてはおり
ます。ただ、数量の、それがリンクするのか、どうかということは、私の
方も確認していません。 
 
 今のね答えならさ、一生上がらないよな。過去、過去というなら。過去
から現在までの気候が温暖化によって、釧路沖にクロマグロが巻き網で相
当捕れるという時代になって来ても、過去が無いから、無いんだという。
そういう話で通して来るのかね。 
 現状、うちの組合員が、10月にタラ網入れた途端にマグロ掛かっちゃっ
て、どうしたら良いんだて、話になっちゃって、良いから持ってこいて言
ったけれども、一本 200 キロあるのが 3 本揚がってしまうと終わりだな。
罰金来るから、そういうことを考えていけば、今まで経験したことが無い
ことが起きている現状でね、過去に拘っていて良いのかなという気がして
たんでね。ちょっと、それ考えてみて。 
 
 私も、ここに来る前に、マグロの TAC、ほかの TAC 魚種も担当してまし
たので、釧路管内、十勝もそうですけれども、来遊が良いと時に、どうし
ても漁獲されるという認識は札幌も持っています。資源の少ない時は、そ
れほど起こらないので、道南みたいにマグロを漁獲して、それで経営して
いるという人の割合というのは、ほとんどいないと思いますけれども、入
ってしまうというのもあるという認識は道の方も持っていますので、例え
ば、留保枠の解除のし方とか、そういったところで、もう少し、太平洋
側、胆振も捕れるんですよね、そういったものは、ちゃんと考えてね、と
いうことを去年、私の方から伝えてはいます。国の方も、都道府県への配
分のし方を変更しようという方向で話をしているようです。具体的な話は
振興局だとか、海区にまだ連絡は来ていないですけれども、そういうのを
検討しているようなので、国のやり方を、配分のやり方を変えるときに
は、同じようなタイミングで、道も国に合わせて、こういう配分のし方を
検討しますというようなことにはなり得る可能性かあるのかなと思ってい
ます。 
 
 局長、良いかい。 
 今、クロマグロのことで出たんだけれども、この会議は、私、出ている
んだけれども、基本的には、近藤組合長が言ったように、国にしても、北
海道にしても、今まで実績本位で枠を配分していると。こう言っても、ど
んどん、どんどん、かなりの勢いでマグロが道東海域にも来遊して来てい
ると、これだけは、まず道の方に、私から言わせてもらっているし、そし
て、今回、国際会議の中で 15パーセントの増枠と、これについても、今
度の管理体制で、どういう形の、この 15 パーセントの枠組みをしていく
のかなと。そういう中で、北海道枠があるんだけれども、やはり、それぞ
れ、私も、近藤組合長も、巻き網の中でも、かなり群れが、日高も、非常
に群れ、マグロの群れ。十勝もそうですが、かなり群れがある。 
 そういう中で、今後、やはり検討する余地があるのかな、ということ
で、その辺、道庁の方にも話をしていくので。以上です。 
 
 お二方から話がありましたけれども、実績本位のですね、パーセントの
あり方というのは、問題があるということがですね、道の方から聞いてお
りますけれども、一年でも早くですね、その方向性を出して頂いて、これ
だけ沿岸にですね、他の魚種にじゃまになるくらい来ているということに
なればですね、間違って捕れても荷揚げはできないと。そうすれば、結果
として良い方向に動きません。 
 従ってこの辺、道の方にしっかりですね、私共の海区の方からもです
ね、意見を申し述べてさせて頂きたいなというふうに思います。よろしい
でしようかね。 
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会 長 
 
 
 
 
事務局 
 
 
会 長 
 
 
 
会 長 
 
 
 
会 長 
 
 
事務局 
 
 
会 長 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
会 長 
 

   （は い） 
 
 はい、その他、ご質問が無ければ、つぎに進めたいと思います。 
報告事項の二番目にあります「秋さけの沿岸漁獲状況」について並びに

報告事項三番目にあります「秋さけの親魚捕獲・採卵状況」についてを説
明願います。 

 
（秋さけの沿岸漁獲状況及び秋さけの親魚捕獲・採卵状況 
について説明） 

 
 はい、報告事項の 2 と 3、それぞれご質問ございますか。 
 
   （無 し）   
 
よろしいですか。 

 
   （は い） 
 
 はい、それでは次に、報告事項 4「共同漁業権及び区画漁業権に係る資
源管理の状況等の報告」について、説明願います。 
 

（共同漁業権及び区画漁業権に係る資源管理の状況等の報告 
について説明） 

 
 はい、報告事項 4 ついて、ご質問ありますか。 
よろしいですか。 

 
   （は い） 
 
それでは、本日の予定の議題は以上でございます。皆様方の方から何か

ありましたらお聞きをしたいと思いますが。いかがでしょうか。 
 
   （無 し）   
 
 よろしいですか。それでは事務局から何かありますか。 
それでは、他になければ、以上で、本日の委員会を閉会します。 

 ありがとうございました。 
 

 
 


